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1 達人シリーズ（申告書・申請書等作成ソフト）

 会計事務所用の税務申告のパッケージソフトです。
 法人税、所得税、消費税、減価償却、内訳概況書、年調法定調書、申請届出書等に対応しています。
 PWはログインID+0以外の数字です。

例えば、ログインID:DefaultUser0023 PW:DefaultUser002323
 データ管理、年調法定調書、電子申告の達人を使用するとき以外はオフラインで操作できます。従い

、それ以外の達人を使う際は原則ログイン不要です。
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2 データ管理の達人

 顧客情報の登録、管理を行います。
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 謄本、AMS等を確認しながら基本情報を入力します。

2 データ管理の達人
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2 データ管理の達人
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3 新規作成

 届出書を作成します。
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3 新規作成
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3 新規作成

 データ管理の達人から連動できなかった情報を入力します。
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3 新規作成

 照会番号（eLTAX）:0123
※全社統一です
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3 新規作成
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3 新規作成
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4-0 法人設立時に作成する届出書一式:全体説明

【国税】
・法人設立届出書
・青色申告書の承認申請書
・申告期限の延⾧の特例の申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

【地方税】
<都道府県>
・法人設立届出書
・申告書の提出期限の延⾧の処分等の届出書・承認に関する申請書

<市町村>※東京23区は市区町村への届出は不要
・法人設立届出書
・異動届（申告期限の延⾧）
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4-1 法人:法人設立届出書

【概要】
内国普通法人等を設立した場合の手続きです。
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4-1 法人:法人設立届出書
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4-1 法人:法人設立届出書
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4-2 法人:青色申告の承認申請書

【概要】
法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手
続きです。青色申告の場合には、欠損金の繰越や一括評価貸倒引当金計上など各種特典が受けられます。

【提出期限】
青色申告書によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで。
ただし、普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日
と当該事業年度終了の日にうちいずれか早い日の前日まで。
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4-2 法人:青色申告の承認申請書
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【概要】
定款等又は特別の事情があることにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に各事業年度の
決算についての定時総会が招集されない状況にあるため、申告書の提出期限を1月間（連結事業年度にあ
っては2月間）延⾧しようとする場合の手続きです。

【提出期限】
最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで。

4-3 法人:申告期限の延⾧の特例の申請書
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4-3 法人:申告期限の延⾧の特例の申請書
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4-3 法人:申告期限の延⾧の特例の申請書
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【概要】
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務所を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に
、その旨を所轄政務署⾧に届け出る手続きです。

4-4 法人:給与支払い事務所等の開設届出書
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4-4 法人:給与支払い事務所等の開設届出書



24© 2019. For information, contact SAN kyodo Tax Co.

【概要】
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続きです。
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人
員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収を
した所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度をうけ
るために行う手続きです。

・1月～6月分→7月10日までに納付
・7月～12月分→翌年1月20日までに納付

【提出期限】
特に定められていませんが、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

例:8月20日に申請した場合
8月支給分→原則通り9月10日までに納付する。
9月支給分から→特例が適用されて9月～12月分を翌年1月20日までに納付する。

4-5 法人:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
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4-5 法人:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
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4-6 法人:法人設立届出書（都道府県・市町村共通）
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4-6 法人:法人設立届出書（都道府県・市町村共通）
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4-7 法人:申告書の提出期限の延⾧の処分等の届出書・承認等の申請書
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4-7 法人:申告書の提出期限の延⾧の処分等の届出書・承認等の申請書
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4-8 法人:異動届（申告期限の延⾧）
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4-8 法人:異動届（申告期限の延⾧）
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5-0 個人開業時に作成する届出書一式:全体説明

【国税】
・個人事業の開業届出書
・所得税の青色申告承認申請書
・給与支払事務所等の開業届
・源泉所得税の納期の特例に承認に関する申請書
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【概要】
個人事業を開始した場合の手続きです。

5-1 個人:個人事業の開業届
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5-1 個人:個人事業の開業届
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5-1 個人:個人事業の開業届
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【概要】
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方（非居住者の場合には業務を国内にて行う方
）のうち、青色申告の承認を受けようとする方の手続きです。

【提出期限】
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで（その年の1月16日以後、新たに事業を開始した
場合には、その事業開始等の日から2月以内。）
※法人の場合は設立から3か月以内、個人事業の場合には事業開始等の日から2月以内と異なるので注意し
てください。

5-2 個人:所得税の青色申告承認申請書
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5-2 個人:所得税の青色申告承認申請書
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5-2 個人:所得税の青色申告承認申請書
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6 最後に

 今回紹介したものは一部です。他の調書を参考に進めてください。
 サンプルデータで新規設立届一式を作成してみてください。
¥¥San-nas¥青山オフィス¥01_青山オフィス¥90210 研修¥20200603_入社時研修¥9_届出書の達人研
修（小林梨）


